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 規   則 

埼玉県警察組織規則の一部を改正する規則をここに公布する｡ 

 

 

平成 23年３月４日  

               埼玉県公安委員会委員長  岩  間    志  

 

埼玉県公安委員会規則第１号  

   埼玉県警察組織規則の一部を改正する規則  

埼玉県警察組織規則（昭和 50年埼玉県公安委員会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。   

                         「生活環境第二課  

第 16条中「５課」を「６課」に、「生活環境第二課」を             

                          サイバー犯罪対策課」

に改める。  

第 17条中第 12号を削り、第 13号を第 12号とし、第 14号を第 13号とし、第 15号を削

り、第 16号を第 14号とし、第 17号から第 19号までを２号ずつ繰り上げる。  

 第 18条の２第３号中「法律」の次に「（平成 15年法律第 83号）」を加える。  

 第 20条の２を第 20条の３とし、第 20条の次に次の１条を加える。  

 （サイバー犯罪対策課）  

第 20条の２  サイバー犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。  

 (1)  インターネットその他の高度情報通信ネットワーク関係事犯のうち、高度な

情報技術を利用する犯罪の取締りに関すること。  

 (2)  情報技術の利用に伴う犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏

に関すること。  

 (3)  情報技術の利用に伴う犯罪の予防に関すること。  

 (4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成 11年法律第 128号）に規定す

る援助及び犯罪の取締りに関すること。  

 (5)  インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関す

る法律の規定によるインターネット異性紹介事業の規制に関すること。  

 第 57条の６を削り、第 57条の７を第 57条の６とし、第 57条の８を第 57条の７と

し、第 57条の９を第 57条の８とする。  



   附  則  

 この規則は、平成 23年４月１日から施行する。  



  規  則 

交番、駐在所及び警備派出所の設置に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。  

 

  平成 23年３月４日  

               埼玉県公安委員会委員長  岩  間    志      

 

埼玉県公安委員会規則第２号  

   交番、駐在所及び警備派出所の設置に関する規則の一部を改正する規則  

 交番、駐在所及び警備派出所の設置に関する規則（昭和 40年埼玉県公安委員会規

則第３号）の一部を次のように改正する。  

 別表第１大宮警察署の項中  

 を  

 

 に改め、同表越谷警察署の項中  

 

 を  

 

大 袋 駅 前  交 番   に改める。  

 

   附  則  

 この規則中別表第１大宮警察署の項の改正規定は平成 23年３月５日から、別表第

１越谷警察署の項の改正規定は平成 23年３月 19日から施行する。  

日 進  交 番  

日 進 駅 前  交 番  

大 袋  交 番  

「  

「  

「  

」  

」  

」  

「  

」  



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
五
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
幸
手
権
現
堂
桜
堤
保
存
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

並
木 

克
己 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
幸
手
市
北
一
丁
目
六
番
九
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
幸
手
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
権
現
堂
桜
堤
の
大
切
な
自
然
を
守
り
、 

 

四
季
折
々
の
権
現
堂
桜
堤
と
ア
ジ
サ
イ
・
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
の
保
護
、
育
成
、
そ
し
て
そ
の
周
辺
の 

 

景
観
を
楽
し
め
る
事
が
続
け
ら
れ
る
自
然
環
境
を
守
る
事
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

さ
ら
に
は
、
権
現
堂
桜
堤
の
自
然
環
境
を
守
る
事
を
通
し
て
、
地
球
的
な
規
模
の
自
然
環
境 

 

貢
献
で
国
際
協
力
に
も
関
わ
り
、
広
く
公
益
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。 

 
 

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
幸
手
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
権
現
堂
桜
堤
の
大
切
な
自
然
を
守
り
、 

 

 

四
季
折
々
の
権
現
堂
桜
堤
と
ア
ジ
サ
イ
・
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
・
水
仙
等
の
保
護
、
育
成
、
そ
し
て
そ 

 

の
周
辺
の
景
観
を
楽
し
め
る
こ
と
が
続
け
ら
れ
る
自
然
環
境
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

ま
た
、
権
現
堂
公
園
の
管
理
運
営
に
携
わ
る
こ
と
を
通
し
て
、
多
様
な
活
動
を
展
開
し
、
地 

 

域
の
活
性
化
を
図
り
、
広
く
公
益
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号



告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
指
定
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
鴻
巣
市
市
ノ
縄
字
中
耕
地
百
十
九
番
一
の
一
部
及
び
百
十
九
番
二 

 

の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
及
び
シ
ア
ン
化
合
物 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号



別図 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

形質変更時要届出区域 



告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
指
定
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
東
松
山
市
若
松
町
二
丁
目
千
十
番
一
の
一
部
、
同
番
二
の
一
部
及

び
同
番
八
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ

エ
タ
ン 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号



 
別図  



告 
 

示 

 
 

 
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 

熊
谷
市
千
代
字
萩
山
南
九
八
の
五 

 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

耕
地
の
防
風 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

指
定
理
由
の
消
滅 

 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

 

山 

崎 

英 

治 



 
 

国
道
百
二
十
二
号 

路 
 

線 
 

名 

 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字
馬
込
字
七
番
一
五
四

四
番
一
地
先
か
ら
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩

槻
区
大
字
馬
込
字
四
番
七
四
一
番
地
先
ま

で
（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部

分
に
限
る
。
） 供

用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
三
年
三
月
八
日

正
午 

供
用
開
始
の
期
日 

延
長
一
〇
六
・
八
九
メ
ー
ト
ル 

備  

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
五
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
一
〇
一
八
三
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
五
日 

 
 

川
建
セ
第
二
二
〇
一
二
六
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
小
田
谷
字
池
田
五
八
一
番
一
、
五
八
一
番
四
～
一
〇
、
五
八

四
番
一
～
三 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
三
丁
目
九
番
二
号 

 
 

株
式
会
社 

丸
三
電
機 

代
表
取
締
役 

竹
村
元
秀 

            



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
二
〇
一
二
一
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
五
日 

 
 

川
建
セ
第
二
二
〇
一
二
八
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
川
角
字
山
後
一
四
五
一
番
六
、
一
四
五
三
番
一
、
一
四
三
〇

番
二
、
一
四
五
三
番
二
の
一
部
、
一
四
五
三
番
五
の
一
部
、
町
道
一
三
五
七
号
線
の
一
部 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
入
間
市
鍵
山
一
丁
目
七
番
十
五
号 

 
 

株
式
会
社 

ア
キ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル 

代
表
取
締
役 

築
地
晃
久 

            



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

意
思
の
表
示
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

三
郷
市
早
稲
田
三
の
一
街
区
及
び
三
の
二
街
区
建
築
協
定 

 

二 

建
築
協
定
へ
の
加
入
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

埼
玉
県
三
郷
市
早
稲
田
三
丁
目
二
番
地
十
六 

渡
邉 

竹
治 

 

三 

建
築
協
定
へ
の
加
入
に
係
る
土
地
の
区
域 

埼
玉
県
三
郷
市
早
稲
田
三
丁
目
二
番
地
十
六 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

 

第
九
十
九
号 

認
定
番
号 

平
成
二
十
三

年
三
月
四
日 

認
定
年
月
日 

埼
玉
県
三
郷
市
彦
成
四
丁

目
一
番
一
他.

 

対 

象 

区 

域 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー 

公
告
に
係
る
対
象
区
域
等
を
縦
覧

に
供
す
る
場
所 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
十
四
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
一
四
五
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

越
建
セ
第
四
四
三
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
金
原
五
百
四
十
二
番
、
五
百
五
十
八
番
、
五
百
五
十
九
番
三
、 

五
百
六
十
五
番
、
五
百
六
十
六
番
、
五
百
六
十
七
番
、
五
百
六
十
八
番
一
、
五
百
六
十
八
番 

二
、
五
百
六
十
九
番
、
五
百
七
十
一
番
、
五
百
七
十
四
番 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
道
佛
五
百
三
十
一
番
地
一 

 
 

社
会
福
祉
法
人 

真
善
会 

理
事
長 

久
保 

善
博 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
八
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
二
〇
〇
二
二
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

越
建
セ
第
四
四
五
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
字
前
須
賀
七
百
番
一
、
七
百
四
番
六 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
下
須
戸
九
百
十
三
番
地 

 
 

埼
玉
東
部
農
業
共
済
組
合 

組
合
長
理
事 

並
木 

源
榮 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
教
委
告
示
第
八
号 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

 

爪 

龍
太
郎 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
四
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

平
成
二
十
二
年
度
埼
玉
県
指
定
文
化
財
の
指
定
、
保
持
団
体
の
追
加
認
定
、
指
定
名
称
の 

 
 

変
更
及
び
指
定
解
除
に
つ
い
て 

 

ロ 

そ
の
他 

     



 
 
 
 
 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
九
号 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
久
喜

市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
の
報
告
が

あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

憲 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                  

久
喜
市
栗
橋
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー 施

設

の

名

称 

久
喜
市
中
里
一
〇
四
八
番

地
一 所

在

地 

久

喜

市

長 
管

理

者 

ホ
ー
ル 

一
五
五
人 

多
目
的
室 

二
四
人 

和
室 

 
 

一
〇
人 

収

容

人

員 
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